
QA

年
金
相
談
コ
ー
ナ
ー

　

も
う
す
ぐ
60
歳
に
な

り
ま
す
が
、
老
齢
基
礎

年
金
を
受
け
ら
れ
る
資
格
期
間

を
満
た
し
て
い
ま
せ
ん
。
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ

う
か
。　

老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
る
た
め
に
は
、
20
歳

か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
公
的
年

金
に
加
入
し
て
、
原
則
と
し
て

最
低
25
年
間
保
険
料
を
納
め
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
免
除
・

納
付
猶
予
期
間
を
含
む
。）

　

あ
な
た
の
よ
う
に
、
受
給
資

格
期
間
が
25
年
を
満
た
し
て
い

な
い
人
や
、
25
年
以
上
あ
る
が

満
額
と
な
る
40
年
に
満
た
ず
年

金
額
を
増
や
し
た
い
人
な
ど

が
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま

で
の
間
に
任
意
加
入
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
昭
和
40

年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

人
に
つ
い
て
は
、
70
歳
に
な
る

ま
で
の
間
に
年
金
の
受
給
資
格

期
間
を
満
た
す
ま
で
、
特
例
的

に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
手
続
き
は
、
60
歳
に
到

達
し
た
日
以
降
、
任
意
加
入
の

申
出
書
と
口
座
振
替
の
申
出
書

の
両
方
の
提
出
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
は　

保
険
年
金
課

（
☎
22 

― 

１
１
１
８
）
へ

QA

も
う
お
済
み
で
す
か

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

は
、
平
成
23
年
６
月
１
日
に
義
務

化
さ
れ
て
い
ま
す
。「
自
分
の
身

は
自
分
で
守
る
」
の
第
一
歩
は
住

宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
か
ら
！

　
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、
急

い
で
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

設
置
場
所

•
す
べ
て
の
寝
室
（
煙
式
）

•
２
階
に
寝
室
が
あ
る
場
合
は
階

　
段
の
天
井
（
煙
式
）
に
も
必
要

•
台
所
な
ど
（
任
意
設
置
）

※
煙
式
の
感
知
器
は
、
熱
式
よ
り

早
く
感
知
し
ま
す
。

取
扱
販
売
店
　
消
防
用
設
備
用
品

店
、
家
電
販
売
店
、
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は

　
消
防
本
部
予
防

課
（
☎
22
‐
３
７
９
９
）
へ

介
護
保
険
負
担
限
度
額
申
請

　
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の

方
は
、介
護
保
険
施
設
の
居
住
費
・

食
費
の
負
担
額
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
含
む
）
が
軽
減
さ
れ
ま
す
の
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
交
付
済
み
の
認
定
証
の

有
効
期
限
は
６
月
30
日
㈯
で
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
は

　
介
護
保

険
課
（
☎
２
２
‐
１
７
９
３
）
へ

市
の
花
「
ひ
ま
わ
り
」
を

咲
か
せ
ま
し
ょ
う

　
真
夏
の
空
に
向
か
っ
て
明
る
く

力
強
く
伸
び
る
「
ひ
ま
わ
り
」
を

咲
か
せ
、ま
ち
を
彩
り
ま
し
ょ
う
。

　
ひ
ま
わ
り
の
種
子
は
、
市
役
所

案
内
窓
口
・
企
画
政
策
課
・
各
支

所
・
各
住
民
セ
ン
タ
ー
・
各
公
民

館
に
て
配
布
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は

　
企
画
政
策
課

　

（
☎
22
‐
３
４
２
９
）
へ

阿
南
市
消
費
者
協
会
連
合
会

講
演
会
の
お
知
ら
せ

日
時

　
６
月
１
日
㈮

　
午
後
２
時

～
３
時

場
所

　
ひ
ま
わ
り
会
館

演
題

　「
消
費
生
活
と
環
境
問
題
」

講
師

　
徳
島
県
環
境
ア
ド
バ
イ

ザ
ー

　
津
川
な
ち
子
さ
ん

入
場
料

　
無
料

問
い
合
わ
せ
は

　
市
民
生
活
課

（
☎
22
‐
１
１
１
６
）
へ

自主防災組織を支援します
自主防災組織設立支援　
　住民同士が救出・救援、初期消火等を行う自
主防災組織を設立した場合、次の防災備品を支
給します。組織設立の手続きなど、お気軽にご
相談ください。
　・ヘルメット（１世帯に１個）
　・電気メガホン（およそ30世帯に１個）
　・信号灯（およそ30世帯に２本）

自主防災組織の活動補助
　住民参加による自主防災活動を推進し、地域
の自発的な自主防災組織の活動を円滑に行うた
め、自主防災組織が実施する防災活動、防災訓練、
防災研修等に対して補助金を交付します。

※防災活動等に要した費用が補助限度額に満た
　ない場合はその額とします。
申込方法　申請書（防災対策課備え付け）に必
要書類を添付してお申し込みください。申請書
は、市ホームページからもダウンロードできます。

避難路・避難場所整備に係る原材料等支給
　地震・津波等災害時の避難路または避難場所
を自主防災会等がその労力で整備する場合にお
いて、当該工事に要する原材料および一般建設
機械等借上料を支給します。
申込方法　６月29日㈮までに防災対策課にご相
談いただき、所定の申込用紙でお申し込みくだ
さい。
問い合わせは　防災対策課（☎ 22‐9191）へ

加入世帯数（平成24年４月１日現在）    補助額
100世帯未満 5,000円
100以上300世帯未満 10,000円
300以上500世帯未満 15,000円
500以上1,000世帯未満 20,000円
1,000世帯以上 50,000円
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第
２
回
阿
南
市
人
権
教
育
・

啓
発
市
民
講
座

日
時

　
６
月
26
日
㈫

　
午
後
２
時

～
３
時
30
分

場
所
　
文
化
会
館
１
階

　
視
聴
覚
室

演
題

　「
人
と
人
が
つ
な
が
る
ま

ち
づ
く
り
に
む
け
て
」
～
日
本
に

お
け
る
人
権
運
動
と
隣
保
館
事
業

か
ら
～

講
師

　
中
尾
由
喜
雄
さ
ん
（
全
国

隣
保
館
連
絡
協
議
会
常
任
顧
問
）

※
託
児
所
を
開
設
し
ま
す
。
ご
希

望
の
方
は
、
６
月
19
日
㈫
ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は

　
人
権
・
男
女
参

画
課
（
☎
22
‐
３
０
９
４
）
へ

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

短
期
講
座「
浴
衣
着
付
け
」

受
講
者
募
集

日
時

　
６
月
20
日
か
ら
毎
水
曜
日

の
午
後
７
時
～
９
時
（
全
４
回
）

場
所

　
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

定
員

　
20
人

対
象
者

　
市
内
に
居
住
ま
た
は
職

場
を
有
す
る
35
歳
ま
で
の
勤
労
青

少
年
（
学
生
を
除
く
）

受
講
料

　
無
料

※
た
だ
し
、
当
ホ
ー
ム
未
登
録
者

は
入
会
登
録
料
千
円
が
必
要

講
師

　
中
岡
百
合
枝
さ
ん

持
っ
て
く
る
も
の

　
浴
衣
、
半
幅

帯
、
ゆ
か
た
下
（
肌
襦
袢
）
な
ど

申
込
締
切
日

　
６
月
15
日
㈮

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は

　
勤
労

青
少
年
ホ
ー
ム
（
☎
42
‐
４
５
７

２
）
へ
（
受
付
時
間

　
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
午
後
１
時
～
９
時
）

シ
リ
ー
ズ
環
境
と
く
ら
し
（
№
22
）

ク
ー
ル
ビ
ズ
で
暑
さ
対
策
を

　
冷
房
の
設
定
温
度
を
28
度
に
し

て
い
て
も
、
そ
れ
以
上
に
室
温
が

高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
時
は

•
空
調
管
理
を
小
ま
め
に
す
る

•
扇
風
機
を
使
用
す
る

•
緑
の
カ
ー
テ
ン
も
効
果
的

•
ブ
ラ
イ
ン
ド
で
日
射
を
防
ぐ

•
温
度
計
を
置
き
室
温
管
理
を

•
省
エ
ネ
機
器
を
導
入
す
る

問
い
合
わ
せ
は

　
環
境
保
全
課

（
☎
22
‐
３
４
１
３
）
へ

被
災
に
よ
る

固
定
資
産
税
の
減
免

　
自
然
災
害
等
（
風
水
害
、
地
震

災
害
、
火
災
）
に
よ
り
土
地
、
家

屋
お
よ
び
償
却
資
産
に
一
定
以
上

の
損
害
を
受
け
た
場
合
は
、
固
定

資
産
税
の
減
免
が
適
用
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
減
免
申
請
に
は
、
市
税

減
免
申
請
書
お
よ
び
損
害
の
程
度

を
証
明
す
る
書
類
（
写
真
等
）
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は

　
税
務
課
固
定
資

産
税
係
（
☎
22
‐
１
１
１
４
）
へ

阿
南
の
夏
ま
つ
り

開
催
日
程
お
よ
び

阿
波
踊
り
会
場
の
変
更

　
市
役
所
建
て
替
え
に
伴
い
、
阿

南
の
夏
ま
つ
り
の
会
場
を
市
役
所

駐
車
場
か
ら
一
番
街
商
店
街
に
移

し
て
開
催
し
ま
す
。

　
ま
た
、
今
年
か
ら
開
催
日
程
を

７
月
末
の
金
・
土
・
日
曜
日
に
固

定
し
ま
す
。

日
程

　
７
月
27
日
㈮
～
29
日
㈰

場
所

　
▼
牛
岐
城
趾
公
園
（
阿
波

踊
り
開
幕
セ
レ
モ
ニ
ー
）
▼
一
番

街
商
店
街
（
主
会
場
）

問
い
合
わ
せ
は

　
商
工
観
光
労
政

課
（
☎
22
‐
３
２
９
０
）
へ

６
月
１
日
～
７
日
は

｢

水
道
週
間｣

で
す
！

　

今
年
の
水
道
週
間
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
は
、｢

さ
あ
今
日
も　

水
と
元

気
が　

蛇
口
か
ら｣

で
す
。

　
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
欠
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
水
は
、
限
り
あ
る

貴
重
な
資
源
で
す
。
水
へ
の
理
解

を
深
め
、
暮
ら
し
に
役
立
て
る
と

と
も
に
節
水
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

こ
ん
な
と
き
は
水
道
の
届
け
出
を

•

新
し
く
水
道
を
使
う
と
き

•

引
越
し
す
る
と
き

•

長
期
間
、
使
用
し
な
い
と
き

•

使
用
者
の
名
義
が
変
わ
る
と
き

•

そ
の
ほ
か
変
更
が
あ
る
と
き

水
道
メ
ー
タ
ー
・
水
道
管
の
移
設

　
家
の
建
て
替
え
や
庭
の
工
事
等

で
水
道
メ
ー
タ
ー
や
水
道
管
を
移

設
す
る
場
合
は
、
市
指
定
水
道
工

事
店
を
通
じ
て
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は

●
使
用
量
と
検
針
、
水
道
料
金
に

関
す
る
こ
と

業
務
課
（
☎
22
‐
０
５
８
７
）
へ

●
工
事
全
般
、
給
水
装
置
、
水
道

工
事
店
に
関
す
る
こ
と

工
務
課
（
☎
22
‐
３
２
９
５
）
へ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

だ
よ
り

無
料
だ
け
ど
！

　「〝
温
泉
水
を
無
料
で
送
る
の
で

飲
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
〟
と
い
う

電
話
に
、
無
料
な
ら
い
い
か
と
承

諾
し
ま
し
た
が
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な

ら
な
い
か
心
配
で
す
」
と
い
う
相

談
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
業
者
が
無
料
試
供
品
を
配
布
す

る
こ
と
は
営
業
活
動
の
一
環
で
す

が
、
試
供
品
を
受
け
取
っ
た
後
、

有
料
商
品
の
勧
誘
に
つ
な
が
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
無
料
と
は
い

え
、
不
用
意
な
返
事
を
し
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
す
る

た
め
に
は
、

業
者
名
、
電

話
番
号
、
担

当
者
名
な
ど

を
聞
き
取
っ

て
お
く
こ
と

も
重
要
で
す
。

ま
だ
使
え
る
？
あ
な
た
の
商
品
券

　
お
手
持
ち
の
商
品
券
・
ギ
フ
ト

券
・
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
な
ど
に

は
有
効
期
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
使
え

な
く
な
っ
た
場
合
の
申
出
期
間
に

も
制
約
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は

　
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
（
☎
24
‐
３
２
５
１
）
へ

救急

火災

あぶない！こんなに事故が

●阿南署管内平成24年4月分合計　
　カッコ内は１月からの累計

件　　数
死　　者
負 傷 者
件 数
搬送人数
件 数
損 害 額

220件（ 861）
0人（ 1）
32人（ 110）
243件（1,096）
231件（1,047）
3件（ 10）
3,277千円

（7,605千円）

交通
事故

水
道
料
金
の
納
付
は
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
手
続
き
は
、
市
内

の
金
融
機
関
で
で
き
ま
す
。
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人
間
関
係
が
ラ
ク
に
な
り

自
分
を
好
き
に
な
る
講
座

　「
自
分
の
気
持
ち
が
う
ま
く
伝
え

ら
れ
な
い
」「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
」「
人
と

の
い
い
関
係
を
つ
く
り
た
い
」

　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本

は
、
自
分
も
相
手
も
大
切
に
す
る

人
間
的
な
か
か
わ
り
合
い
で
す
。

　
ま
ず
は
自
分
を
好
き
で
、
自
分

を
Ｏ
Ｋ
と
思
え
て
、
自
分
を
愛
し

て
、
自
分
を
大
切
に
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
、
相
手
の
こ
と
も
大

切
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
子
ど
も
と
の
関
係
、
友
人
と
の

関
係
、
夫
婦
の
関
係
、
親
と
の
関

係
を
よ
く
し
た
い
と
思
っ
て
い
る

方
、
ぜ
ひ
こ
の
講
座
を
受
講
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

講
座
日
程

▼
第
１
回
（
６
月
20
日
㈬
）

「
自
分
の
気
持
ち
を
う
ま
く
伝
え

る
方
法
っ
て
?
」

▼
第
２
回
（
６
月
29
日
㈮
）

「
思
い
込
み
を
な
く
す
と
生
き
や

す
い
」

▼
第
３
回
（
７
月
５
日
㈭
）

「
自
分
を
好
き
に
な
り
、
自
分
を

大
切
に
し
よ
う
」

時
間

　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
所

　
ひ
ま
わ
り
会
館

定
員

　
20
人
（
連
続
し
て
受
講
で

き
る
方
で
申
込
順
に
受
付
）

講
師

　
キ
ャ
ッ
プ
と
く
し
ま
代
表

阿
部
和
代
さ
ん

申
込
方
法

　
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

で
、
６
月
13
日
㈬
ま
で
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
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平成24年度後期高齢者医療制度の健康診査について
   後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、糖尿病などの生活習慣病の早期発見や重症化の予防
のため健康診査を実施します。健康診査の対象となる方には『健康診査受診券』を送付しますので、ぜひ
受診しましょう。   
   
健診項目：身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査　　受診費用：無料

　10月以降に後期高齢者医療制度に加入される方は健康診査の対象外となります。後期高齢者医療制度に
加入するまでに、現在加入されている健康保険で健康診査を受診してください。
　生活習慣病とは、生活習慣が発症原因に深く関わっていると考えられる病気で、糖尿病、高血圧性疾患、
脂質異常症、 虚血性心疾患、その他心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、脳動脈硬化、その他脳血
管疾患、動脈硬化があります。

問い合わせは　徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課（☎ 088－677－3666）または、
　　　　　　　ながいき課（☎ 22－8064）へ   

対象者 健康診査申込書の
送付時期（予定） 健康診査受診券の送付時期 受診期間

入院をされていない方または生活習慣
病と診断されていない方 ８月（予定）

受診券を受け
取 って から、
平成 24 年 12
月31日まで

上記以外の方で、平成 24 年４月以降
に血液検査や尿検査をされていない方

受診を希望される方は、８月以降にながいき課窓口に備え付け
る健康診査申込書によりお申込みください。締切りは１１月末頃
を予定しています。

平成24年１月１日
から９月30日まで
の間に後期高齢
者医療制度に加
入された方

１月１日～
３月31日に加入 ５月

加入時期に応じ、健康診査申込書を送付
します。入院をされていない方または生活
習慣病と診断されていない方で受診を希
望される方は、広域連合事務局までお申
込みください。受診券を後日送付します。

４月１日～
５月31日に加入 ６月

６月１日～
７月31日に加入 ８月

８月１日～
９月30日に加入 10月
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